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自殺総合対策大綱に基づく諸施策の実施状況
について

第12 回自殺総合対策の推進に関する有識者会議 資料２－８



「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」の概要

〇 社会問題となっているインターネット上の誹謗中傷に対応するため、
総務省において、2020年９月に「政策パッケージ」を公表し、４つの柱による総合的取組を推進

①「インターネットトラブル事例集（2020年版）追補版」を作成・
公表し、全国の総合通信局等や教育委員会等を通じて子育
てや教育の現場へ周知【2020年９月公表・周知済】

②「e-ネットキャラバン」の講座内容にインターネット上の誹謗
中傷に関するものを追加【 2020年９月実施済】

③「#NoHeartNoSNS 特設サイト」（主催：総務省・法務省人権擁護

局・（一社）SMAJ・（一社）SIA）の拡充等により、社会全体におけ
る情報モラルやICTリテラシーが高まるようにするための取
組を強化【継続的に実施中】

１．ユーザに対する情報モラル及び
ICTリテラシーの向上のための啓発活動 ①電話番号を開示対象に追加する省令改正の実施を踏まえ、

弁護士会照会に応じて電話番号に紐付く氏名・住所を回答
可能である旨をガイドラインで明確化【2020年11月実施済】

②新たな裁判手続の創設や特定の通信ログの早期保全のた
めの方策について、法改正を実施【2021年４月成立、2022年10月
１日施行済】

③開示対象となるログイン時情報を明確化するため、法改正を
実施【 2021年４月成立、2022年10月１日施行済】

④要件該当性の判断に資する民間相談機関の設置やガイドラ
インの充実に関する民間の取組を支援【2021年４月ガイドライン
公表】

３．発信者情報開示に関する取組

①実務者検討会を開催し、法務省人権擁護機関からの削除
依頼に対する事業者の円滑な対応を促進【定期的に開催中】

②事業者及び事業者団体との意見交換を通じ、誹謗中傷対
策の実施や有効性の検討を働きかけ【継続的に実施中】

③自主的な取組の報告等により、事業者による透明性・アカ
ウンタビリティ確保方策を促進し、取組の状況把握や評価
方法の検討を実施【PF研等の場を通じ継続的に実施】

④国際的な制度枠組みや対応状況を注視し、国際的な対話
を深化【継続的に実施中】

２．プラットフォーム事業者の自主的取組の支援
と透明性・アカウンタビリティの向上

①違法・有害情報相談センターについて、相談員の増員等に
よる体制強化を図るとともに、相談件数・内容の分析を実施
【2021年度から実施中】

②相談内容に応じて相談機関間で紹介を行うなど、他の相談

機関との連携対応を充実【継続的に実施中】

③複数の相談窓口の特徴やメリットを記載した案内図の作成
など、ユーザにとって分かりやすい相談窓口の案内を実施
【2020年12月公表済】

４．相談対応の充実に向けた連携と体制整備
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Ⅰ．モデル条項の概要

（１）電子掲示板等のサービス内における禁止事項を列挙
○ 他者のプライバシー、肖像権を侵害する行為等
○ 他者を誹謗中傷・侮辱し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為等
○ わいせつ、児童ポルノ、児童虐待等の画像の送信及びそれらの販売に関する行為等
○ その行為が上記のいずれかに該当することを知りつつ、それを助長する態様等でリンクをはる行為
○ 犯罪や違法行為に結びつく情報や誹謗中傷、プライバシー侵害の掲載を助長する行為 等

（２）情報の削除等の対応（警告、削除要請、削除等）
契約者によるサービスの利用が（１）の禁止事項に該当する場合などには、当該情報の削除等の対応を行う

（３）利用の停止
（４）解約

違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項

「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」とともに、業界４団体(※)による違法情報等対応連
絡会において、電子掲示板の管理者やインターネットサービスプロバイダー等が自らの提供するサービスの内容に応じ
て、自らが必要とする範囲内で契約約款に採用してもらうことを目的として平成18年11月に策定（最終改訂は平成
28年４月。なお、解説部分の最終改訂は令和５年10月） 。
※(一社)電気通信事業者協会、(一社)テレコムサービス協会、(一社)日本インターネットプロバイダー協会、(一社)日本ケーブルテレビ連盟

Ⅱ．モデル条項に含まれる自殺誘引情報等の禁止規定

以下の行為を契約者の禁止事項として規定

〇 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手
段等を紹介するなどの行為
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e-ネットキャラバン

○ 子どもたちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に、児童・生徒、保護者・教職員等に対する
学校等の現場での無料の「啓発講座」を全国で開催。

＊実施主体：一般財団法人マルチメディア振興センター（FMMC）

○ 2024年度は、2,167件の講座を実施し、約44万人が受講。（2023年度：2,166件の講座を実施し、約39万人が
受講。2006年度開始以来の実績：32,909件、のべ約541万人）

協力団体協力団体 通信事業者等の民間企業（516社）、公益法人等（24団体）、
政府（総務省及び文部科学省）、自治体（80団体）、その他
（60団体）

対象者対象者 小学生（小３～小６）、中学生、高校生、保護者、教職員等

ネット依存、ネットいじめ（誹謗中傷含む）、
不確かな情報の拡散、ネット誘引（誘い出し・なりすまし）、ネ
ット詐欺、著作権の侵害等のトラブル事例を用いて、予防策
等を啓発。

＊企業等が講師を派遣。（認定講師数：6,072名）

講座内容講座内容

e-ﾈｯﾄｷｬﾗﾊﾞﾝ講座実施の様子（2025年３月末時点）

受講方法受講方法 従来は集合形式のみだったが、受講方法の選択肢を拡大。2020年

11月にFMMCが報道発表。同年12月に総務省・文部科学省の連名
で全国に周知文書を発出。
＊校内の放送設備やWeb会議システムを利用した講座、
リモート講座、ビデオオンデマンド講座。 
（2024年度は397件実施）
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